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社社会会福福祉祉法法人人    ああかかねね  

ケアプランセンター杢園 

 

 

 

  年  月  日

違 

氏名            様 



「居宅介護支援事業所」利用契約書 

       （以下「利用者」という）と、社会福祉法人あかね（以下「事業者」という）は、利用者が 

ケアプランセンター杢園（以下「事業所」という）において、事業者から提供されるサービスを受けることに

ついて、次のとおり契約（以下「本契約」という）を締結する。 

  

第１条（契約の目的） 

事業者は利用者の委託を受けて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるよう居宅サービス計画を作成するとともに、居宅サービス等の提供が確保される

ようサービス提供事業者と連絡調整その他の便宜を提供することを目的とする。 

 

第２条（契約期間） 

１ 本契約の期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定期間である     年  月  日までとする。

但し、契約期間満了日以前に、利用者が要介護状態区分変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日

が変更された場合には、変更後の要介護認定期間の満了日を持って契約期間の満了日とする。 

２ 契約期間満了の７日前までに双方から契約終了の申し入れがない場合には、本契約は自動的に同じ条件で

更新されるものとし、以後も同様とする。 

３ 前項によって本契約が自動更新された場合には、更新後の契約期間は期間満了日の翌日から更新後の要介

護認定有効期間満了日までとする。この更新後における契約期間中に利用者の要介護認定区分に変更があ

った場合の契約期間は、第１項但し書と同様の取扱とする。 

 

第３条（当事業所の提供サービス） 

１ 居宅サービス計画のガイドライン方式を使用し、利用者と共に、利用者に必要な援助を考えサービス担当

者会議などを行い、居宅サービス計画を作成する。 

２ 経過観察・再評価（現状の把握） 

  担当の介護支援専門員が利用者宅へ訪問し、サービス内容が適切か等、協議する。 

３ 介護保険を使用して受けられるサービスについて、実際にサービスが受けられる範囲やサービスの種類な

どについて調整し、またサービスが計画どおりに提供されたかなどを確認して給付管理を行う。 

４ 利用者が要介護認定や要支援認定の変更・見直しの認定を受けるために代理申請やその他援助をする。 

５ 介護保険や介護に関する事について相談を受ける。 

６ サービス事業者の選定又は推薦に当たり、介護支援専門員は、各事業所の特徴などを判りやすく説明した

上で、利用者又はその家族の意向を踏まえ公正中立に行う。また、利用者はケアプランに位置づけるサー 

ビス事業者について、複数の事業所の紹介を求めることができ、ケアプランに位置づけた理由を求める 

ことが出来る。 

 

第４条（利用料金） 

１ 第 3 条のサービスに関し、利用者が介護保険を利用できる場合は、利用料金は直接介護保険から事業所に

給付されるので、利用者の負担は発生しない。但し、利用者が以前に保険料の滞納があった場合は、利用

者より料金を徴収し、事業所が発行する証明書を持って後日払い戻しになる場合がある。滞納期間によっ

ては全額利用者負担の場合もある。 



２ その他の費用  

交通費（利用者宅が事業実施地域外にある場合） 事業所から片道おおむね 1 キロメートル毎 100 円 

                        

第５条（契約の終了） 

１ 契約期間中は、以下のような事由がない限り継続してサービスが利用できるが、下記事項に該当するに至

った場合には、当事業所との契約は終了する。 

①利用者が死亡した場合 

②要介護認定により利用者の心身の状況が自立と判定された場合 

③利用者が介護保険施設に入所した場合 

④利用者から解約の申し出があった場合 

⑤事業者から解約を申し出た場合 

 

第６条（利用者からの契約解除） 

１ 契約の有効期間であっても、利用者から利用契約を解約することができる。その場合には、契約終了を希

望する７日前までに事業者に指定の解約届出書を提出するものとする。 

２ ただし以下の事項に該当する場合には、即時に契約を解約することができる。 

① 事業者が正当な理由なしに居宅介護支援の提供を行わない場合 

② 事業者が守秘義務に反した場合 

③ 事業者が利用者やその家族に対し社会通念を逸脱する行為を行った場合 

 

第７条（事業者からの契約解除） 

事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解約することができる。 

① 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず又は不実

の告知を行った場合。 

② 利用者が故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の財物・信用等を

傷つけ、著しい不信行為を行った場合。 

③ 職員に対するハラスメント行為（暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷などの迷惑行為）により。健全な信

頼関係を築く事が出来ないと判断した場合。 

 

第 8 条（連帯保証人の指定） 

 利用者は、本契約の有効期間中に心神喪失その他の事由により判断能力を失った場合に備えて、利用者の 

 家族である下記の者を連帯保証人と定め、本契約における利用者の権利義務にかかわる事務処理などにつ

いて、これを委任することにあらかじめ同意する。 

 

第 9 条（意見調整等） 

 本契約または当施設の運営管理等その他利用者に関する一切の事項について、利用者の家族、その他の 

 関係者間において異なる意見・要望がみられる場合、利用者または連帯保証人は、責任をもってこれを 

 調整・統一するものとし、事業者はその責任を負わない。また、事業者が要望した場合、利用者または 

 連帯保証人は、前記に係る調整結果等を書面にて事業者に対し通知するものとする。 

 

＜令和 5 年 12 月 1 日改訂＞ 



「居宅介護支援事業所」重要事項説明書 

 

当事業所は利用者に対し居宅介護支援のサービスを提供する。施設の概要、提供するサービス内容及び契約

上の留意事項を本書により説明する。 

 

１．施設経営法人 

 （１）法人名           社会福祉法人 あかね 

 （２）法人所在地         尼崎市神田北通 1丁目２番 

 （３）電話番号及びＦＡＸ番号   (06-7670-2288)(06-6430-0450) 

 （４）代表者氏名         理事長 松本 真希子 

 （５）設立年月日         平成 7年 3月 24日 

 

２．利用施設 

（１）施設の種類    

指定居宅介護支援事業所・令和 2年 4月 1日指定 県 2873001941号 

（２）施設の目的    

利用者の委託を受けて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるよう居宅サービス計画を作成するとともに、指定居宅サービス

等の提供が確保されるようサービス提供事業者と連絡調整その他の便宜を提供する。 

 （３）施設の名称         ケアプランセンター杢園 

 （４）施設の所在地        尼崎市三反田町 3丁目 3-16 

    ＜交通機関＞        JR「立花」駅下車 徒歩１５分 

 （５）電話番号及びＦＡＸ番号   (06-6423-0011)(06-6423-0130) 

 （６）管理者氏名         長澤 恵子 

 （７）開設年月日 

      居宅介護支援      平成 12年 4月 1日 

 （８）営業日及び営業時間 

      営業日         月曜日から土曜日まで（1月 1日から 1月 2日までを除く） 

      営業時間        ９：００から１８：００まで 

                  （電話等により 24時間常時連絡が可能な体制とする） 

      相談窓口    ＴＥＬ ０６－６４２３－００１１ 

              ＦＡＸ ０６－６４２３－０１３０ 

      担当者         〔           〕 

      （担当の介護支援専門員については、いつでも変更できる 

       但し、事業所内に他の介護支援専門員がいない場合は解約となる。） 

 （９）通常事業実施地域    尼崎市 

 

 

 



３．職員の配置状況 

 （１）管理者      1名    事業所の総括業務      

 （２）介護支援専門員  4名以上  要介護者等からの相談 

                   サービスの計画作成、 

                   各機関との連絡調整等 

 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金 

   以下のサービスについては、利用者が介護保険を使用する場合は、報酬は直接介護保険から事業所に給

付されるので、利用者の負担は発生しない。 

   ただし、利用者が以前に保険料の滞納がある場合は、利用者より料金を徴収し、当事業所が発行する証

明書をもって後日払い戻しとなる場合がある。 

   滞納の期間によっては、全額利用者の負担となる場合もある。 

（１）居宅サービス計画の作成 

 

 

（２）経過観察、再評価 

（現状の把握） 

（３）給付管理 

 

 

 

（４）要介護（要支援）再認定 

の協力、援助 

 

（５）利用者からの相談の対応 

「居宅サービス計画」ガイドライン方式を使って利用者とと

もに、利用者に必要な援助を考え、サービス担当者会議などを

行い、居宅サービス計画を作成する。 

担当の介護支援専門員が利用者宅に訪問して、サ－ビス内容

が適切かなどについて協議する。 

介護保険を使用して受けられるサービスについて、実際にサ

ービスが受けられる範囲やサービスの種類などについて調整

し、また、サービスが計画どおりに提供されたかなどを確認し

て、給付管理を行う。 

利用者が要介護認定や要支援認定の変更や、見直し      

のための認定を受けるために、申請を代わって行ったり､その

他必要な援助を行う。 

介護保険や介護に関することなら、何でも相談を受けます。 

 

≪利用料金≫ 厚生労働大臣の定める基準額 

   居宅介護支援費（Ⅰ）＜取扱件数が 40件未満＞                 

要介護１・２                １０８６単位 

要介護３・４・５              １４１１単位 

   居宅介護支援費（Ⅱ）＜取扱件数が 40件以上 60件未満＞                 

要介護１・２                 ５４４単位 

要介護３・４・５               ７０４単位 

＊40件以上 60件未満部分のみ適用、40件未満の部分は、居宅介護支援費（Ⅰ）を適用 

   居宅介護支援費（Ⅲ）＜取扱件数が 60件以上＞                 

要介護１・２                 ３２６単位 

要介護３・４・５               ４２２単位 

＊40件以上の部分のみ適用、40件未満の部分は、居宅介護支援費（Ⅰ）を適用 

 

一定の情報通信機器（人口知能関連技術を活用したものを含む。）の活用又は事務職員の配置を行ってい

る事業所。 

居宅介護支援費（Ⅱ）＜取扱件数が 45件未満＞  

 



（ⅰ）                

要介護１・２                １０８６単位 

要介護３・４・５              １４１１単位 

   居宅介護支援費（Ⅱ）＜取扱件数が 45件以上 60件未満＞  

   （ⅱ）            

要介護１・２                 ５２７単位 

要介護３・４・５               ６８３単位 

   居宅介護支援費（Ⅱ）＜取扱件数が 60件以上＞  

   （ⅲ）               

要介護１・２                 ３１６単位 

要介護３・４・５               ４１０単位 

   初回加算                    ３００単位  

   特定事業所加算（Ⅰ）              ５１９単位  

   特定事業所加算（Ⅱ）              ４２１単位  

特定事業所加算（Ⅲ）              ３２３単位 

特定事業所加算（Ａ）              １１４単位 

特定事業所医療介護連携加算           １２５単位 

通院時情報連携加算               ５０単位 

 ※利用者 1人につき、1月に 1回の算定を限度とする。 

   入院時情報連携加算（Ⅰ）            ２５０単位  

   入院時情報連携加算（Ⅱ）            ２００単位  

    ※入院時情報連携加算は利用者 1名につき月 1回の適用を限度とする 

   退院・退所加算                 ３００単位 

   カンファレンス参加無し              

退院・退所加算（Ⅰ）イ             ４５０単位 

退院・退所加算（Ⅱ）イ             ６００単位 

   カンファレンス参加有り              

   退院・退所加算（Ⅰ）ロ             ６００単位 

   退院・退所加算（Ⅱ）ロ             ７５０単位 

   退院・退所加算（Ⅲ）              ９００単位 

   ターミナルケアマネジメント加算         ４００単位 

   緊急時等居宅カンファレンス加算         ２００単位  

※緊急時等居宅カンファレンス加算は利用者 1名つき月に２回の適用を限度とする 

   特定事業所集中減算              －２００単位 

 

 ≪その他の費用≫ 交通費   

（利用者宅が当事業所の通常の事業実施地域外にある場合） 

           通常事業の実施地域を超えてから、片道おおむね 1キロメートル毎 １００円 

 

 



≪プライバシー（個人情報）の保護≫ 

 当事業所がサービスを提供する際に、利用者やご家族に関して当事業所が知り得た情報については、サー

ビス担当者会議などの利用者へのサービス提供のために必要な業務以外では外部に漏洩しない。サービスの

提供に関わって、利用者の情報を他の業者等と共有する必要があるときは、あらかじめ利用者に説明し同意

を得る。 

 

５．利用料等の計算期間と支払い 

   利用者は、利用月ごとの利用料等の所定利用料等を、事業者が利用月の翌月５日までに利用者に届ける

請求書（利用明細付属）により、次の方法により翌月２０日までに支払うものとする。なお、事業者は利

用者からの支払を受けたときは、利用者あての領収書を発行する。 

 

【利用料等の支払方法】 

   ア 事業者指定口座への振込みの場合 

      三菱 UFJ銀行  尼崎駅前支店    普通預金  ００３６５５６ 

      口座名義    社会福祉法人 あかね   

   イ 現金支払の場合 

   ウ 郵便局自動引落  引落手数料１０円は利用者負担 

 

６．サービス利用を止める場合（契約の終了について） 

契約期間満了の７日前までに、利用者から契約終了の申入れがない場合には、契約は更に６か月 

間（要介護認定期間）同じ条件で更新され、以後も同様とする。 

   契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができるが、仮 

にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了する。 

① 利用者が死亡した場合 

② 要介護認定により利用者の心身の状況が自立・要支援と判定された場合 

③ 利用者が介護保険施設に入所した場合 

④ 利用者から解約または契約解除の申し出があった場合 

⑤ 事業者から契約解除を申し出た場合 

（１）利用者からの解約・契約解除の申し出 

契約の有効期間中であっても、利用者から利用契約を解約することができる。 

その場合には、契約終了を希望する日の７日前までに解約届出書を提出する。 

ただし、次の場合には、即時に契約を解約・解除することができる。 

① 事業者が正当な理由なしに居宅介護支援の提供を行わない場合 

② 事業者が破産した場合 

③ 事業者が守秘義務に反した場合 

④ 事業者が利用者やその家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

⑤ その他事業者が契約に定める居宅介護支援の提供を正常に行い得ない状況に陥った場合 

  

 

 



（２）事業者からの契約解除の申し出 

以下に該当する場合には、本契約を解除する場合がある。 

① 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず又は不実

の告知をおこなった場合。 

② 利用者が、サービス利用料金の支払を２か月以上遅延した場合 

③ 利用者又はその家族が、故意又は重大な過失により事業者又は従事者等の財物・信用等を傷つけ、又は

著しい不信行為等を行った場合 

④ 職員に対するハラスメント行為（暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷などの迷惑行為）により。健全な信

頼関係を築く事が出来ないと判断した場合。 

 

７．サービス提供における事業者の義務 

当事業所は、利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを協約する。 

① 利用者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに、利用者の請求に応じて閲

覧させ、複写物を交付する。（要コピー代 １枚 10円） 

② 事業者及びサービス従事者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た利用者に関する事

項を正当な理由もなく、第三者に漏洩しない。（守秘義務） 

③ 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定し 

た「医療・介護関係事業者における情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な 

取り扱いに努める。 

また、事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則

的に利用しないものとし、外部での情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得

るものとする。 

③ サービス事業者の選定又は推薦に当たり、介護支援専門員は、各事業所の特徴などを判りやすく説明し

た上で、利用者又はその家族の意向を踏まえ公正中立に行う。また、利用者はケアプラン 

に位置づけるサービス事業者について、複数の事業所の紹介を求めることができ、ケアプランに 

位置づけた理由を求めることが出来る。 

④ 事業者及び事業所の管理者は暴力団員等ではないものとする。またその運営は暴力団等の支配を受けな

いものとする。 

⑤ ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、利用者に、前６か月間に作成したケアプランに

おける、訪問介護、通所介護、地域密着型 通所介護、福祉用具貸与（以下、訪問介護等という。）の各

サービスの利用割合及び前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等の各サービスの、同一

事業者によって提供されたものの割合は別紙のとおりである。 

⑥ 居宅サービス計画等の作成にあたり、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療系サービス

を希望している場合、その他必要な場合には、利用者及び利用者の家族の同意を得て主治の医師又は歯

科医師（以下「主治の医師等」という。）の意見を求める。なお、主治の医師等の意見を求めた際には、

当該居宅サービス計画等を主治の医師等に交付する。 

⑦ 利用者の服薬状況、口腔機能、その他利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるもの

を、利用者及び利用者の家族の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供する。 

⑧ 利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当者の氏名及び連絡先を当該病院又は診

療所に、利用者及び利用者の家族より伝える事。 



８．高齢者虐待の防止に対する主体の責務 

① 高齢者の福祉に業務上又は職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、

高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。 

   また、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待を受けた高齢者

の保護のための施策に協力することを責務とする。 

 

② 提供した居宅介護支援に係る利用者の虐待が疑われる場合は、速やかに、市町村に通知し、高齢者虐待

の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律に基づく対応を講ずるものとする。 

③ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用含む）を定期的に開催するととも

に、その結果について、従業員に周知徹底を図る。 

⑤ 虐待の防止のための指針を整備する。 

⑥ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

⑦ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこととする。 

 

９．身体的拘束等の原則禁止について 

① 事業者（運営法人を含む）は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為（以下、「身

体的拘束等」という）を行わない。 

② 事業者（運営法人を含む）は、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録する。 

 

１０．業務継続計画の策定について 

① 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実

施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下、「業務継続計画」という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

② 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施するものとする。 

   事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

１１．衛生管理について 

① 事業所は、事業所において感染症が発生し又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるもの

とする。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置 

  等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、そ 

  の結果について、担当職員に周知徹底を図る。          

③ 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 

④ 事業所において、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期 

  的に実施する。 

 

 



１２．損害賠償について 

当事業所において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者はその損害を賠 

償する。ただし、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用 

者の置かれた心身の状況を考慮して相当と認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じる 

場合がある。 

 

１３．身分証携帯義務 

   介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者または利用者の家族から提示を求め

られた時は、いつでも身分証を提示する。 

 

１４．相談窓口について 

 （１）当事業所における相談の受付 

    当事業所における苦情や相談は以下の窓口で受け付ける。 

○ 相談受付     ０６－６４２３－００１１ 

○ 受付時間     １０：００～１７：００（月～金） 

○ 苦情受付担当者  長澤 恵子 

○ 苦情解決責任者  土橋 直樹 

電話 ０６－６４２３－００１１ 

○ 第三者委員    大森 剛  西村 恭子   

電話 ０６－７６７０－２２８８ 

     

（２）行政機関その他相談受付機関 

  ○ 国民健康保険団体連合会   所在地  神戸市中央区三宮町１－９－１８０１ 

 

 

 

                  電話番号 ０７８－３３２－５６１７ 

                  fax番号 ０７８－３３２－５６５０ 

                  受付時間 ９：００～１７：１５（月～金） 

  ○ 尼崎市法人指導課      所在地  尼崎市東七松町１－２３－１ 

                  電話番号 ０６－６４８９－６１４３ 

                  受付時間 ９：００～１７：３０（月～金） 

 

＜2023年 8月 1日改正＞ 

＜2023年 12月 1日改定＞ 

＜2024年 4月 1日改定＞ 

＜2025年 1月 1日改定＞ 

＜2025年 4月 1日改定＞ 

 

 



 

個人情報の使用に係る同意書 

 

私       は、私自身及び連帯保証人、家族の個人情報を下記の利用目的の 

必要最低限の範囲内で使用、提供、収集を行うことに同意致します。 

 

 

１． 利用する目的 

（1） 介護計画書作成にあたり、ケアカンファレンスの実施のため 

（2） 居宅介護支援事業者、医療機関、介護サービス事業者、福祉事業者等との連携（サービス担当者会議） 

照会への回答のため 

（3） 利用の有無、利用時の様子に関する家族等への心身状況説明のため 

（4） 介護事故、緊急時等の報告のため 

（5） 介護保険事務（請求処理、会計処理等） 

（6） 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談または届出等 

（7） 行政等外部監査機関、評価機関等への情報提供 

（8） 事業所等において行われる学生の実習への協力 

（9） 上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合 

 

２． 使用する期間 

   令和   年   月  日から契約終了日まで 

 

 個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外で使用いたしません。 

 また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結からサービス終了後においても第三者に漏らす 

 ことはございません。個人情報に関する基本方針に基づき取扱いを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業所は、下記項目に基づいて、双方確認の上、居宅サービスの提供に同意し、契約します。 

本契約の成立を証として、本書の電磁的記録を作成し、利用者・事業者・連帯保証人合意の後電

子署名を施し、各自その電磁的記録を保管するものとする。 

 

下記の内容について同意し、契約します。 

☑ 利用契約書 

☑ 重要事項説明書 

☑ 個人情報の使用に関わる同意書 

 

 

  令和 年    月  日 

 

＜利用者＞ 

       住所     

 

       氏名     

 

 

   ＜連帯保証人＞  

        

住所     

 

       氏名     

        

利用者との関係  

 

       電話番号   

       携帯電話   

 

  

  本契約に対して電磁的記録に基づいて重要事項及び契約内容を説明しました。 

       

       事業所      兵庫県尼崎市三反田町 3 丁目 3 番 16 号 

        名 称      ケアプランセンター杢園 

 

        説明者                         


